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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年６月26日に提出した第97期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

５　役員の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

③　社外取締役及び社外監査役との関係

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

５【役員の状況】

　　（訂正前）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役

(常勤)
 香月　一幸 昭和30年３月31日生

 
昭和53年３月 当社入社

平成20年３月 品質保証室長

平成22年６月 執行役員

平成26年３月

平成27年６月

信頼性保証本部長

監査役（現任）
 

(注)4 2

（上記役員以外は省略）

 

　　（訂正後）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役

(常勤)
 香月　一幸 昭和30年３月31日生

 
昭和53年３月 当社入社

平成20年３月 品質保証室長

平成22年６月 執行役員

平成26年３月

平成27年６月

信頼性保証本部長

監査役（現任）
 

(注)4 3

（上記役員以外は省略）

 

EDINET提出書類

小林製薬株式会社(E01047)

訂正有価証券報告書

2/3



６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

 ③社外取締役及び社外監査役との関係

　　（訂正前）

～省略～

・社外取締役および社外監査役につき、提出会社との関係

　社外取締役 辻 晴雄氏は企業経営に関する豊富な経験と高い見識から経営を監督し、会社から独立した立場でステ

ークホルダーの意見を経営判断に反映していただいております。

　社外取締役 伊藤 邦雄氏は、大学教授（会計学・経営学）としての長年の経験及び企業の社外役員としての経験

を有しており、会社の持続的な成長と企業価値の向上に観点を置いた経営の監督を行っていただいております。

　社外監査役 酒井 竜児氏は弁護士の資格を持ち、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の

知見を有していることから、当社の経営判断に対して、高度な法律面からの適切な監査をしていただいております。

　社外監査役 酒井 竜児氏は長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所に対して法的

助言業務を委託しておりますが、酒井竜児氏は当社からの委託業務を担当しておりません。また、東京エレクトロン

株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。

　社外監査役 八田 陽子氏は国際税務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有していることから、当該知識を

活かし当社の経営判断に対して、財務会計面からの適切な監査をしていただいております。

　社外監査役 八田 陽子氏は国際基督教大学において監事を兼職しております。当社と同大学との間には特記すべき

関係はありません。

　当社と社外取締役及び当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。契

約内容としては、その職務を行うにつき善意にして且つ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の規定する

最低責任限度額をもって、その責任の限度とする旨定めております。

 

　　（訂正後）

～省略～

・社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との関係

　社外取締役 辻 晴雄氏は企業経営に関する豊富な経験と高い見識から経営を監督し、会社から独立した立場でステ

ークホルダーの意見を経営判断に反映していただいております。当社と同氏との間には特記すべき関係はありませ

ん。

　社外取締役 伊藤 邦雄氏は、大学教授（会計学・経営学）としての長年の経験及び企業の社外役員としての経験

を有しており、会社の持続的な成長と企業価値の向上に観点を置いた経営の監督を行っていただいております。当社

と同氏との間には特記すべき関係はありません。

　社外取締役 伊藤 邦雄氏は、一橋大学大学院商学研究科特任教授・一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長及び曙ブ

レーキ工業株式会社・東京海上ホールディングス株式会社・住友化学株式会社・株式会社セブン＆アイ・ホールディ

ングス・東レ株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同大学及び当社と上記会社との間には特記すべき

関係はありません。

　社外監査役 酒井 竜児氏は弁護士の資格を持ち、法律的見地から当社の企業活動の適正性を判断するに相当程度の

知見を有していることから、当社の経営判断に対して、高度な法律面からの適切な監査をしていただいております。

　社外監査役 酒井 竜児氏は長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所に対して法的

助言業務を委託しておりますが、酒井竜児氏は当社からの委託業務を担当しておりません。また、東京エレクトロン

株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、当社と同社との間に特記すべき関係はありません。

　社外監査役 八田 陽子氏は国際税務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有していることから、当該知識を

活かし当社の経営判断に対して、財務会計面からの適切な監査をしていただいております。当社と同氏との間には特

記すべき関係はありません。

　社外監査役 八田 陽子氏は国際基督教大学において監事を兼職しております。当社と同大学との間には特記すべき

関係はありません。

　当社と社外取締役及び当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結しております。契

約内容としては、その職務を行うにつき善意にして且つ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項の規定する

最低責任限度額をもって、その責任の限度とする旨を定めております。
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